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商品券です硫上割戻↓は交際費

Q:売上割戻しに代えて物品を交付する場

合、おおむね3，000円以下であれば交際

費等に該当しないということですので、当社

は3，000円の商品券を交付したいと考え

ています。少額物品の交付として交際費等と

しないことができますか。

-4へ：法人が、売上割戻しに代えて物品の交

付をする場合、その物品の交付に要する費用

は、原則として、その物品を交付した時の交

際費として取り扱われます。

ただし、法人が、その得意先に対して物品

を交付する場合、その交付の基準が売上割戻

し等の算定基準と同一であるときは、次のい

ずれかに該当する場合には、その費用は交際

費等に該当しないものとされています。

①その物品が得意先において棚卸資産若し

くは固定資産として販売し若しくは使用す

ることが明らかな物品

②その購入単価がおおむね3，000円以

下の少額物品

ご質問では、8p 000円の商品券を交付

したいということですが、交付を受ける物品

が特定していないものは少額物品には該当し

ないことになります。

よって、商品券を交付する費用は交際費等

として取り扱われることになります。

同じ理由で、お買物券や食事券なども3千

円以下であっても、少額物品には該当しませ

ん ◎
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